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説 明 １．医療機関等調査について 

 

 

 

〇本田文子小委員長（一橋大学大学院経済学研究科教授） 

 それでは、議事に入ります。10月９日の総会において、医療経済実態調査につい

ては、今後、当小委員会で検討することとされたところです。 

 

 ついては、今回、第１回の検討ということですので、事務局にて調査に向けた主

な論点などを整理いただいております。まずは事務局からご説明いただき、その後、

審議を行いたいと思います。それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

 

〇厚労省保険局保険医療企画調査室・米田隆史室長 

 保険医療企画調査室長でございます。資料「実－１」をご覧ください。 

 

http://chuikyo.news/


 

 

©  

 

7 

 

 

 

 医療経済実態調査については、医療機関等調査と保険者調査の２つがありますが、

まず私から医療機関等調査について説明をいたします。 

  

 ２ページでございます。 

 

 検討すべき事項（案）として、大きく分けて、 

  

 （１）調査項目 

 （２）調査設計 

 （３）有効回答率 

  

 の３つを挙げております。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 続いて、３ページ。調査項目のうち、新型コロナウイルス感染症関連の項目につ

いてです。 

 

 上から２つ目のポツにありますとおり、今回の調査時期にも、新型コロナウイル

ス感染症関連の補助金や指定制度が存在している時期が含まれております。 

 

 このため、下のピンクの所にありますけども、引き続き、こうした施策の影響を

把握することとしてはどうか。 

  

 その際の調査項目について、どのように考えるか。について、ご意見をいただけ

ればと思います。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 ４ページから６ページまでは、関連する調査票の抜粋を参考として付けておりま

す。 

  

  

http://chuikyo.news/
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http://chuikyo.news/


 

 

©  

 

11 

 

  

  

 続いて、７ページは物価高騰に係る項目についてです。 

 

 前回調査では、委託費や経費の内訳として、給食委託費、人材委託費・紹介手数

料、また水道光熱費といった調査項目を新たに追加いたしました。 

  

 また、令和６年度改定では、入院時の食費の基準を引き上げました。 

 

 このため、委託費や経費に係る調査項目として、ほかに追加すべきものはあるか。 

 

 一方で、食費に関する支出については、前回調査と同様の項目で調査するととも

に、入院時の食費の基準引上げ前後の状況を把握するため、必要に応じて、ＮＤＢ

等から算定回数のデータを取得し、集計してはどうか。 

  

 といった点について、ご意見をいただければと思います。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 ８ページは、賃上げに係る項目についてです。 

 

 前回調査では、看護職員処遇改善評価料の算定の有無を問う調査項目を病院調査

票に追加いたしました。 

 

 令和６年の改定で、ベースアップ評価料を新設いたしましたので、下の所にある

とおり、今回調査では、同様に、この効果を把握することについてどのように考え

るか、ご意見をいただければと思います。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 ９ページは、薬局の機能に応じた経営状況の把握についてです。 

 

 令和６年度改定で、いわゆる同一敷地内薬局について特別調剤基本料Ａという区

分を設け、評価を見直しました。 

 

 中医協附帯意見でも、「評価の在り方に関して、引き続き検討すること」とされて

いることから、同一敷地内薬局について、改定を踏まえた詳細な実態を把握しては

どうか。と考えております。 
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 続いて 10ページは、調査項目の簡素化についてです。 

 

 相対的に必要性の低いものについては整理する必要があるのではないか。 

 

 また、その際は調査項目の内訳を対象として簡素化することを検討してはどうか、

ご意見をいただければと思います。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 次に、11ページでございます。 

 

 調査設計のうち、サンプル数が少ないと予想される集計への対応です。 

 

 前回調査の議論では、一般診療所の主たる診療科別の調査結果でサンプル数が少

ないものがあること。このため、一般診療所でも診療科別に抽出率を設けてはどう

かといったご意見をいただいておりました。 

 

 また、全ての医療法人を原則対象とする「医療法人の経営情報データベース」、い

わゆるＭＣＤＢの活用を検討すべきとの意見もありました。 

 

 サンプル数が少ないと予想される集計については、主たる診療科別をはじめとし

て、さまざまありますので、まずは引き続き有効回答率の向上を図ることが必要で

はないかと考えており、ご意見をいただければと思います。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 12ページからは、有効回答率についてです。 

 

 まず、さまざまなデータの資料を付けておりまして、12ページは過去３回分の 

調査の有効回答率の推移でございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 13ページは、介護や障害福祉サービスの経営実態調査と、今回の医療経済実態調

査との比較をまとめたものでございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 14ページは、開設主体別の有効回答率。 
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 15ページは、都道府県別の有効回答率でございます。 
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 16ページは、調査対象となった施設で、回答がまだ届いてないところに私どもか

ら電話で督促をしておるわけですけども、その際に伺った非回答の理由を類型ごと

にまとめたものです。 

 

 赤枠にあるとおり、「業務多忙」ですとか、「調査内容が複雑」といったご意見が

多く、また黄色枠で囲んだとおり、「任意提出の調査には協力しない」、「本部・本社

の意向」で回答しないと、そういった意見も見られました。 
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 続いて、17ページでございますが、回答のあった調査票の自由記載欄に、調査内

容や方法などについて記載がされているものを類型ごとにまとめたものでござい

ます。 

 

 「難しいので簡素化してほしい」ですとか、「多忙な中での回答は負担」といった

ご意見やご要望をいただいております。 
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 以上を踏まえて、18ページから有効回答率についての論点をいくつか提示して 

おります。 

 

 まず、既に調査項目のところで述べたとおり、「調査票の簡素化を検討することと

してはどうか」というものでございます。 
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 続いて、19ページでございますが、回答施設に対するフィードバックフィードバ

ックの内容、これ、現在、行っておりますが、これを見直すこと。 

  

 また、調査側の関係団体の皆さまに、これまでも調査のご協力を依頼していただ

くといった取組をしておりますけども、これらについて引き続き進めていくことと

してはどうか。 
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 そして、最後に 20ページでございます。 

 

 全体の、今、７割の利用になっております電子調査票について、そのメリットを

周知し、その利用を促進していくということとしてはどうか。 

  

 こうしたことについて、ご意見をいただければと思います。 
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 21ページ以降は参考資料でございます。 
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 説明は以上です。 
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説 明 ２．保険者調査について 

 

〇厚労省保険局調査課数理企画官・江郷和彦氏 

 すいません、引き続き、調査課数理企画官でございます。私からは、保険者調査

について、ご説明いたします。資料の「実－２」をご覧ください。 

 

 １ページ目は前回の保険者調査の要綱となっております。 

 

 「１．調査の目的」は、保険者の財政状況の実態を把握し、診療報酬に関する基

礎資料を整備するということでございます。 

 

 調査対象は、全ての保険者を対象にしております。 

 

 ５の「調査事項」でございますが、被保険者数等の適用の状況や保険給付の状況、

決算、収支状況等について調べております。 

 

 これは全保険者について、２年度分、調べております。 

 

 なお、前回の調査では、新たに健保組合の各保険者の保険料率と収支比率や財産

比率の関係についても集計を行っておりますが、次回の調査でも同様に集計を行う

方向で考えております。 

 

 「６．調査の方法」は、各保険者等の事業報告、決算報告および財務諸表等から

調査しております。 
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 ２ページ目には、前回調査の内容の詳細を付けておりますので、適宜ご覧くださ

い。 

  

 以上、前回調査について、ご説明させていただきましたが、保険者調査につきま

しては、次回の調査も前回と同様の方法で調査する方向で考えております。 

 

 説明は以上になります。 

 

〇本田文子小委員長（一橋大学大学院経済学研究科教授） 

 ありがとうございました。 

  

http://chuikyo.news/

